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ショッピングセンター業のベンチマーク制定（案）
 事業
⽇本標準産業分類における貸事務所業（6911）のうち貸事務所業、貸店舗業に該当し、
かつ下記条件を満たす施設のエネルギー使⽤量の合計が1,500kl以上の事業
＜条件＞
・⼩売業の店舗⾯積は、1,500㎡ 以上であり、主たる貸店舗を除く10店舗以上の貸店舗を有する。
・主たる貸店舗の⾯積が施設全体の80パーセントを超えないこと。但し、その他の⼩売業の店舗⾯積
が1,500㎡ 以上である場合は、この限りではない。
・共⽤部の⼤部分が屋外にある施設、および地下街は除く。

 ベンチマーク指標
当該事業を⾏っている施設におけるエネルギー使⽤量（単位 キロリットル）を総延床
⾯積（単位 平⽅メートル）にて除した値。

 ⽬指すべき⽔準
０．０３０３(ｋｌ/㎡)以下（上位15％が達成できる⽔準）
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対象事業
 事業
⽇本標準産業分類における貸事務所業（6911）のうち貸事務所業、貸店舗業に該当し、
かつ下記条件を満たす施設のエネルギー使⽤量の合計が1,500kl以上の事業
＜条件＞
・⼩売業の店舗⾯積は、1,500㎡ 以上であり、主たる貸店舗を除く10店舗以上の貸店舗を有する。
・主たる貸店舗の⾯積が施設全体の80パーセントを超えないこと。但し、その他の⼩売業の店舗⾯積
が1,500㎡ 以上である場合は、この限りではない。
・共⽤部の⼤部分が屋外にある施設、および地下街は除く。

（参考）⽇本標準産業分類
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ベンチマーク指標

A施設の
エネルギー使⽤量の実績値(ｋｌ)

＝ ＝ 〇.〇〇〇

A施設の
総延床⾯積(㎡)

A施設の
ベンチマーク指標の値

 当該施設ごとに算出したベンチマーク指標について、施設ごとのエネルギー使⽤量により加重平均
したものを、事業者のベンチマーク指標の値とする。

事業者の
ベンチマーク指標

の値
＝

A施設の
エネルギー使⽤量の実績値(ｋｌ)

Ｂ施設の
エネルギー使⽤量の実績値(ｋｌ)

A施設の
エネルギー使⽤量
の実績値（ｋｌ）

A施設の
ベンチマーク指標

の値×

Ｂ施設の
エネルギー使⽤量
の実績値（ｋｌ）

Ｂ施設の
ベンチマーク指標

の値×＋

＋（ ）
＝□. □□□

 当該事業を⾏っている施設におけるエネルギー使⽤量（単位 キロリットル）を総延床⾯積（単
位 平⽅メートル）にて除した値。

⽬指すべき⽔準
 ０．０３０３（ｋｌ/㎡）以下（上位15％が達成できる⽔準）


